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岡

山

藩

の
開

墾

策

(二
、完
)

黒
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巖

第
三

開

墾

の

経

費

.

寛
文
四
年
迄
に
藩
政
府
自
ら
行

ひ
し
新
田
八
百
八
十

三
町
飴

の
開
墾
経
費
は
嘗
て
都
方
救
助
の
爲
め
下
附
せ

第
十
巻

(第
三
號

一
四
こ

四
四
九

-
L

し
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雑

録

岡
山
藩

の
開
墾
策
(
二
、完
V

し
七
千
六
百
石
の
蕨
蝕
米
及
び
家
中
役
米
の
遣

ひ
残
し

を
以
て
支
出
し
だ
り
域
、
民
間
の
開
墾
せ
し
新
田
は
そ
の

経
費

の
高
及
び
資
源
を
明
に
す

る
を
侍
中
。
當
初
は
藩

或
は
他
藩
の
富
豪
等
に
委
托
し
て
開
墾
せ
し
め
、
新
田

地

の
幾

分
を
報
償
ε
し
て
之
に
與

へ
、
藩
政
府
は
全
然

経
費
を
支
出
せ
幸
し
て
新
田
を
獲
得
せ
ん
ε
し
、
上
方

者
鴻
池
菜
箸
ε
契
約
し
、
金
岡
新
田
幸
島
新

田
等

の
開

の

墾
を
請
負
、
は
し
め
穴
り
。
然
る
に
金
岡
新
田
の
竣
功
す

る
や
、
彼
等
の
利
得
大
な

る
を
見
て
遂
に
該
契
約
を
解

除
し
、
剰

へ
開
拓
者
を
他
所
者
な
り
ε
の
理
由

に
て
新

田
に
住
居
せ
し
め
季
、
備
中
の
新
田
開
墾
を
命
し
て
放

逐
し
、
備
前
凾
内
は
藩
又
は
藩
氏
に
開
墾
せ
し
む
る
ご

ざ
Σ
せ
り
。
蓋
し
肚

倉
已
に
充
實
し
開
墾
纒
費
を
支
出

し
う
る
に
至
り
し
を
以
て
な
り
。
か
く
て
個
人
或
は
村

民
共
同

の
開
墾

に
し
て
資

金
不
+
分
な
る
者
に
は
、
肚

倉
米
を
貸
付
け
て
、
日
用
米
に
充

て
し
め
、
鍬
下
よ
り

生
参
る
徳
米
を
以
て

年
賦
彿

ε
す

る
の
方
法

に
よ
れ

り
坊
。
彼
の
倉
田
・沖
。幸
島
・幅
蒲

の
四
新
田
の
経
費
も

亦
肚
倉
方
の
融
通
せ
し
所

に
し
て
、
そ
の
高
莫
大
な
り

き
。
左

に
之
れ
が
支
出

の
方
法
等
に
つ
き
略
述
せ
ん
ε

第
十
巻

(第
三
號

一
四
二
)

四
五
〇

す
。
延
賢
六
年
九
月
十

一
日
老
中
他
出
大
里
等
よ
り
永

わ

忠

に
達

し
た

る
趣

の
書
ユ

に
曰
く

、

『當
春
御
丙
意
被
仰
聞
候
郡
々
新
田
新
組
績
宛
て
見
立
町
中
左
様
候
に

」
東
舞
二
り
郡
奉
行
共
申
談
取
立
町
中
此
節
之
儀
・ト
候
間
入
用
米
ば
重
二

郎
作
廻
の
米
に
て
先
可
往
昔
江
戸
よ
り
敬
仰
下
之
由
被
申
渡
に
付
重
二
郎

申
上
候
ぽ
御
意
の
趣
奉
畏
候
此
新
田
入
用
米
に
そ
の
萩
田
物
成
に
て
私
手

前
へ
御
濟
被
膜
儀
に
候
や
症
候
匡
、
利
な
付
算
用
仕
受
取
可
巾
哉
ご
相
窺

候
へ
ば
如
何
に
』
そ
の
新
田
物
成
に
て
御
返
へ
し
可
被
腐
候
利
た
付
算
用

可
佳
言
被
申
聞
候
重
二
郎
叉
申
上
候
に
此
度
被
抑
封
侯
新
田
縦
に
和
氣
郡

に
て
仕
候
新
田
入
用
11
三
隼
に
元
利
濟
備
中
.」
て
仕
候
新
田
入
用
は
大
年

に
元
利
濟
中
積
に
候
に
増
和
氣
郡
新
田
物
成
四
年
目
よ
り
備
中
新
田
入
用

」乙
倍
旧米
の
た
め
に
納
御
阿國
中
之
新
田
一
度
に
公
儀
へ
上
国り
候
様
に
被
仰
付
げ

¶円
戯
…候
博μ
ん
哉
建
由
丁候
へ
陪μ
且出
も
尤
・ト
佐
脇間
左
様
一ト
心
得
居
可
申
目日露闘老

よ
吻
被
控
候
事
』

・
由

基
観
之

来
患

の
管
理

に
屡

す

る
肚

倉
は
藩

の
財
政

を
掌

る
作
廻
方

よ
り
凋
立

し
、
肚
倉

の
支
出

し
た

る
脛

費

は
元
利
共

に
新

田

の
物
成

を
以

て
返
済

せ
ら
れ
、
開

墾

地
は
之
を
藩
政
府

に
納

め
、
藩
政

府
は
更

に
∴
定

の

代
償

を
以

て
民
間

に
彿

下
け
た

り
。
故

に
藩
政
府

は
居

乍
ら

に
し

て
人

な

る
財
源

を
得

た

る
な
り
。
今
肚
倉
米

を
以
て
戒
め

し
四

新

田
中
最
大

な

る
神
新

田

の
開
墾
経

の

費

及

用

品

の

高

、
を

示

せ

ば

次

の
如

し

。

、
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高
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右
の
如
き
莫
大
な
る
経
費
は
如
何
に
耐
食
充
實

せ
b

ご
錐
も

一
時

に
之
を
支
出
し
う

べ
き
に
罪
す
。
他
よ
り

一
時
借
銀
せ
ざ
る
を
え
ざ

る
を
以
て
、
元
蘇
四
年
九
月

.

十
五
目
師
岡
開
墾

の
前
年
岩
井
喜
兵
衛
を
上
方

へ
遣
し

大
阪
鴻
満
了
信
京
都
両
替
屋
善
五
郎
二
人
よ
り
入
用
銀

五
百
貫
を
借
受
け
し
め
π
り
。
而
て
藩
政
府
の
借
銀
こ

な
さ
ば
御
城
御
用
銀
の
支
障
ε
な
る
が
故

に
此
分
は
肚

倉
方
の
借
銀
ε
し
、
永
忠

一
割
に
て
調
還

せ
b
ざ
い
ふ
h

そ
の
後
藩
業

こ
し
て
の
開
墾
は
少
く
、
幅
田
新
田
の

如
き
も
脛
費
を
明
に
す
る
を
得
す
。
民
間

の
開
墾
に
謝

し
て
は
、
肚
倉
方
は
軍
に
纒
瞥
者
に
資
金
を
融
通
せ
る

に
止

る
が
如

し
。
-雑

錬

岡
山
藩

の
開
墾
策

(
二
、完

)

第
四

開
墾
地

の
分
配

個
人
叉
は
村
民
共
同

に
て
開
拓
せ
る
小
新
田
は
之
を

経
管
者
個に
與

へ
、2
、
ム
出
岡
新
…田
の
加
如く
他
藩

の
富
[　家
が
藩

の
委
托
に
よ
り
開
墾
せ
る
場
合

に
は
や
そ
の
幾

分
を
請

負
人

に
與

へ
、
残
鯨
は
無
償

に
て
藩
内
の
細
民
に
賦
興

せ
b
2
、

.

當
初
は
開
墾
地
俗
ほ
狭
小
に
し
て
他
國
者
を
馨

る
、

の
絵
地
な
く
、
旦

っ
他
国
者
は
そ
の
素
性
不
明
に
し
て

宗
旨
手
形
を
有
す

る
も
切
利
支
丹
の
取
締
+
分
に
行
は

れ
難

き
を
以
て
、
之
を
排
斥
し
、
專
ら
対
内
の
細
民
移

植

に
力
め
た
り
,
、
そ
の
後
倉
田
・幸
島
・
沖
の
新
田
竣
成

の
頃

は
細
民
の
敷
も
減

じ
、
叉
牧
穫
の
割
合
よ
り
す
れ

へ

ば
新

田
の
視
牽
は
蕾
耕
地

に
比
し
低
率
に
し
て
利
益
多

き
を
以
て
當
時

一
般
に
郷
閻
を
去

っ
て
新
田
に
移
佳
し

自
己
の
運
命
を
開
拓

せ
ん
ε
す

る
の
風
潮
あ
b
て
、
移

住
を
希
望
す
る
者
増
加
せ
り
。
藪
に
於
て
か
藩
政
府
は

從
來

の
排
外
的
政
策
を
捨
て
て
、
門
戸
を
解
放
し
、
希

望
者

の
多
き
に
乗
じ
て
夫
役
銀
逢
課
し
、

一
般
人
に
土

わ

地
を
彿
下
ぐ
る
に
至
れ
り
。
殊
に
倉
田
新
田
分
配
、
に

際

し
て
は
非
常
な
る
競
争
を
生
じ
、
田
畠
二
百
九
+
五

第

+
巻

(第
三
號

】
四
三
)

四
五

一

20)類 纂 土壇 門開墾雑事

22)同 上 評定留

19)留

21)同

23)同

帳
上 金岡新田開墾
上 倉田蜥田開墾

/

.

　



、

に

雑

錐

岡
山
藩

の
開
墾
策

(二
、完
)

壁

掛
し
蹴
込
面
積
九
百
二
+
こ
町
に
達
し
中
に
は
重

大
な
る
金
銭
的
僚
件
を
も
僻
せ
季
翌
年
よ
駈
租
税
を
納

ぜ

め
ん
ご
申

出
つ

る
も

の
す
ら
あ
り
。
藩
政

府

は
希
望
者

を
吟

味
…し
身
許
よ

き
・者
判
に
は
滋仰
望
通
・ワ
を
網具
へ
、
不
確
い

實
な
る
者
に
は
土
地
を
按
分
し
て
與

弐

展

三

町

に
付
三
百
匁
の
夫
役
頻

を
課
し
、
二
年
間

に
分
納
せ
し

め
な
り
。
幸
島
新
田
。
も
夫
役
銀
竺

町

三
百
匁
.
ε
し

概
ね
近
傍
の
百
姓

に
分
興
せ
り
。
沖

新
田
肪
の
夫
役
銀

-
も
亦
三
百
匁
な
り
し
が
、
之
を

一
時

に
上
納
す
る
者
に

は
希
望
次
第

の
田
畠
を
與

へ
、
五
年
間

に
分
納
す
る
者

に
は
上
中
下
三
種
,の
地
を
配
分
せ
b
。

右

ざ
巽
南
特
殊

の
分
配
法
を
探
り
し
も
の
を
和
気
郡

.

友
延
村
新
田
の
井
田
法
ご
す
、
。友
延
新
田
は
光
政
が
郡

.

吏
に
命
し
寛
文
元
年
開
墾
、
同
こ
年
築
堤
、
三
年
地
形

を
干

し
、
四
年
初
め
て
稻
作
を
試
み
し
め
た
る
も
の
な

り
。
そ
の
後
光
政
古
風
を
景
慕
す
る
の
始
り
三
代
の
制

に
擬
し
て
井
田
法
を
試
み
ん
ε
し
、
寛
文
六
年
親
し

一

そ
の
地
に
臨
み
、
津
田
水
患
に
令
し
て
縦
横
に
溝
油
を

設
け
、
井
田
を
劃
定
し
、
同
十

一
年
竣
成
せ
し
も
の
に

し
て
、
之
を
上
井
田
こ
な
す
。
更
に
綱
政
も
貞
享
元
年

一

策
†
雀

(第
三
號

「四
四
)

四
五
二

下
井
田
の
土
工
を
起
し
元
醸
の
初
成
れ
り
。
.井
田
法
は

租
注
ε
し
て
見
る
を
至
當

ご
す
る
か
故
に
次
項
に
之
を
、

詳
言
す

べ
し
Q

第
五

開
墾
地

の
挽
法

開
墾
地

の
租
税
徴
牧
方
法
は
、
開
墾
経
管
者

の
何
人

な
る
か
そ

の
資
源
の
如
何
、
及
ひ
開
墾
.の
難
易
に
よ
り

異

る
、
個
人
叉
は
村
民
共
同

の
開
墾
に
厨
し
、
自
ら
縄

わ

費
を
負
燃
せ
る
場
合
に
は
鍬
下
概
ね

五
年
間
、
幡
し
て

租
貢
を
見
世
ら
れ
、
藩

の
纒
響

に
よ
る
も

の
は
、
所
定

の
夫
役
銀
を
課
し
鍬
下
期
間

一
二
年
を
通
常

ε
す
。
そ

れ
よ
り

一
定
年
限
の
問
累
進
的
に
増
税
し
、
遂
に

一
般

礎
率
に
よ
る
も

の
ε
す
。
今
沖
新

田
を
見

る
に
元
藤
五

壬
申
年
夫
役
銀

一
町
三
百
匁
に
て
彿
下
げ
翌

「
年
は
鍬

下
ε
し
て
免
税
、
元
腺
七
成
年
よ
り
五
年
間
は
軽
微
な

る
租
視
を
徴
散
せ
り
。

.

他

の
新
田
殊

に
民
瞥

の
も

の
は
、
鍬
下
後
本
税
賦
課

に
至
る
過
渡
に
於
て
如
何
な
る
視
率

に
よ
り
し
や
明
な

3
室
、
神
新
冊
は
岡
山
藩
開
墾

の
典
型
な
る
が
故
に
左

に
之
か
視
奉
を
掲
げ
て
参
考

に
供
せ
ん
、8
コ

成
亥
子
三
箇
華
の
税
率

25)類 纂 土壌 門沖新田開墾

27)類 纂土壌門開墾難 事

2生)

26)

28)

類纂土壌門幸島新田開墾
井田新田始末取調書
.沖新田開墾始末取調書

ノ

〆.
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、

ド

】
、
田
地
上
町

て

回

申
町

て

同

下
町

丑
寅
二
箇
年
の
税
率
.

一
・
田
地
上
町

て

回

申
町

一
、
同

下
町

同 同 一
段
に

付

両 両 一
段
i二

付

米 米 米

斗 斗 斗
五
升
出

7

来
四
斗
出

米

二
斗
五
汁

米

二
斗
五
升

、

爾
ほ
之
に
附
欺
し
て
曰
く

『
宿
年
殿
σ
丙
立
毛
損
亡
有
之

・
の
年
貢
の

納
所
雑
仕
時
に
株
切
の
毛
見
可
申
付
候
、
然

ろ
時

は
新
田
の
機

に
幡
間
、

來
ろ
戊
の
牟
に
毛
見
有
之
米
の
丙
二
分
の
年
貢
亥
の
年

ば
三
〕分
、
子

の
牟
丁

に
四
分
、
丑

の
華
に
五
分
、
寅

の
年
11
総

て
毛
見
の
法

の
通
六
分
年
貢
米

に
可
申
付
候
。
右
新
田
斗
箆

之
義
は
五
箇
年
以
後
吟
味
の
上
雁
地
形
相

髭
可
申
候
』

由
基
親
之
岡
山
藩
が
開
墾

に
力
め
な
る
所
以
は
租
税

増
敢
を
第

一
の
目
的
ε
せ
し
や
之
を
推
す
に
足
る
.
他

藩
の
開
墾
事
業
亦
そ
の
目
的
を
同
ふ
す

る
も
の
多
し
ε

難
も

一
般
に
鍬
下
年
限
長
く
殊
に
本
税
賦
課
に
至
る
は

の
　

一
層
長
年
月
の
後
ざ
す
る
を
常

ε
す
、
。去
れ
ば
岡
山
藩

の
開
墾
地
牧
視
法
は
他
藩
に
北
.し
寄
敷

ご
い
ふ
べ
く
斜

め
に
民
間

の
小
開
墾
を
な
す
も
の
.減
少
せ
り
。
因
て
享

保
十
七
年
令
を
腰
し
相
槍
脛
減
を
行
ふ
て
嗣
墾
を
漿
噺

の

せ

り

溌
.曰

く

瀦

コ

　

ロ

セ

　

ロ

御
郡
々
に
只
今
這
新
開
仕
其
近
遽
之
類
免
類
斗
代
申
付
來
り
候

へ
こ
も

向
後
に
斗
代
菟
共
軽
く
可
申
付
候
間
興
に
五
歩
三
歩

に
て
も
随
分
新
開
可

仕
.候
拝
承
荒
に
成
層
申
場
所
之
両
離
ひ
申
度
者
有
之
候
に
㌔
是
以
.先
斗
.代
.

雑

録

脚
山
窩

の
開
墾
策
(二
【完
∀

右
二
准
随
分
輕
町
中
候
、右
之
趣
名
主
五
八
組
、頗
は
勿
論
の
事
大
庄
屋
共
も

構
な
嶺
芳
心
ド
懸
げ
可
成
分
に
村
.々
に
新
開
仕
ぜ
幌
様
に
可
致
裁
判
候
』

次

に
友

延
井
田
新

出
を
見

る
に
。
上
井

田
「は
畝

高
光

町
九
献
を
丸
井

に
分

ち
、
各
井
縦
百
聞

三
尺
横

三
+
閲

覧

二

町
十
五
歩

V
ε
な
し
,
中
央

の

】
井

を
公
田

亡
し
覧

ノ

之
に
=
.畝

二
十
五
歩
の
地
を
劃
し
て
厘
舎
を
建
立
し
、

他

の
八
井
を
八
家
に
分
ち
、
八
家

の
民

】
の
公
田
を
共

耕
し
、
そ
の
稔
る
所
を
以
て
租
.貢

ご
せ
り
.
後
延
賢
元

年
右
物
成
を
そ
の
地
に
残
し
、
井
田
普
請
の
費
用
に
充

て
し
め
、
同
五
年
普
通

の
耕
地
酋
せ
b
。
下
井
田
は
畝

高
九
町
三
反
八
歩
、

一
井
を

「
町
三
献
十
二
歩
ご
し
、
.

徳
取

の
法
に
よ
っ
て
租
税
を
徴
放
せ
し
が
、
賢

永
七
年

七
月
検
…地
を
行

ひ
ゴィ
代
冤
を
定
め
、
田剛
公
盤
単
核
領
ど
な

し
、
井
田
村
百
姓
に
委
付
し
て
貢
米
は
之
を
學
校

に
納

め
し
め
た
り
。

×

X

X

'

X

X

X

メ

メ

　

　

メ

メ

前
敷
項

に
亘
り
岡
山
藩
の
開
墾
策
を
略
.述
せ
り
、
そ

一
の
動
機
目
的
は
必
し
も
民
幅
を
基

ε
せ
す
圭
ε
し
て
財

一
政
肇

を
救
は
窪

し
警

戒
は
租
無

水
を
な
し
セ

一
b

ε
雌
も
、
近
時
我
国
に
於
て
は
食
醤

題
解
決
の
急

[
を
要
す
る
も
の
脅

鐸

開
墾
に
力
を
華

に
至
れ
る
,

第
十
巻

(第
三
號

】
.四
.五
)
㌔

四
五
三

,

29)米 澤藩高岡博士論文経済朧叢 九趣四號P .30

尾張藩、 中村 藩、上杉藩、肥後落、帝国農書 報九巻内競p・29
30) 、大庄屋手記温故礁繰31)友 麺新 田開墾末米政調
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.

離

韻

岡
山
藩

の
開
墾
策

(二
丁完
)

を
見
れ
ば
、
醤
時
の
開
墾
策
も
亦
、
三
百
年
後

の
今
日

大
に
貢
献

す
る
所
あ
b
ε
い
ふ
べ
し
。

更

に
藩
政
府
は
開
墾
の
附
帯
事
業

尊
し
て
対
内
に
人

口
少
く
田
畠

の
飛
塵
せ
る
も
の
め
ら
は
他
村
よ
り
の
移

住
を
奨
拗
し
牧
獲
期
迄
扶
持
米
を
下
付
し
、
或
は
作
小

が

屋
建
料
農
具
代
等
を
貸
興
又
は
下
付
し
,
、
新
田
に
は
和

む

.

肚
を
建
立
し
て
,
、人
心
の
蹄
題
す
る
所
を
定
め
て
團
結

む

力
を
鞏
固
に
し
、叉
手
習
所
を
設
置
し
,新
開
地

の
飴
米

を
以
て
之
を
維
持
し
、
更
に
は
運
河
を
開
.聾
し
進
路
を

築
き
て
交
通
の
利
便
を
計
れ
b
,
現

時

國
利
民
輻
の
爲

め
に
開
墾
を
な
す
に
方
り
徒

に
数
字
上
の
成
果
を
喜

び

他

に
幾
多

の
附
帯
せ
る
重
大
な
る
事
業
の
存
す

る
を
忘

る
る
が
如
き
は
爲
政
者

の
最
も
慎
む
可
き
所
ε
す
。

(八
・九
↓
三
)

∠
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